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熊本県告示第７６１号 
 卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第６０条の規定により次のとおり地方卸売市場
の廃止を許可したので、熊本県卸売市場条例（昭和４６年熊本県条例第６７号）第３７条
の規定により公示する。 
  平成２１年８月１１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 地方卸売市場の名称及び所在地 
  地方卸売市場株式会社新熊本花市場 
  熊本市田崎町４８４番地 
２ 廃止許可年月日 
  平成２１年７月３１日 

 
 
熊本県告示第７６２号 
 熊本県母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付要項の一部を改正する要項を次のように定め
る。 
  平成２１年８月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   熊本県母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付要項の一部を改正する要項 
 熊本県母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付要項（平成４年熊本県告示第２６１号の１４）
の一部を次のように改正する。 
 第２条第１項中「連帯保証人」の次に「（第４条に規定する連帯保証人をいう。以下同
じ。）を立てる場合にあっては連帯保証人」を加え、同項第５号中「連帯保証人」の次に
「を立てる場合にあっては、連帯保証人」を加える。 
 第４条第１項中「申請者」を「政令第８条第４項又は第９条第１項の保証人」に、「を
１人以上立て」を「とし、１人以上で」に改め、同条第２項を削る。 
 第６条第１項中「のほか」を「を立てた場合にあっては連帯保証人とともに」に、「場
合には」を「場合にあっては」に改める。 
 第３１条第２項中「及び連帯保証人」を「（連帯保証人を立てた場合にあっては、借受
人及び連帯保証人）」に改める。 
   附 則 
１ この要項は、平成２１年８月１１日から施行し、平成２１年６月５日（次項において
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「適用日」という。）から適用する。 
２ この要項による改正後の熊本県母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付要項の規定は、適

用日以後の申請に係る母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて適
用し、適用日前の申請に係る母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けにつ
いては、なお従前の例による。 
 

 
熊本県告示第７６３号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年８月１１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （通所介護） 
事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 
通所介護事業所 白川の里 
熊本市小山町２４９３番地 

社会福祉法人白川園 平成２１年８月１日 

 
 
熊本県告示第７６４号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２１年８月１１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防通所介護） 
事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 
通所介護事業所 白川の里 
熊本市小山町２４９３番地 

社会福祉法人白川園 平成２１年８月１日 

 
 
熊本県告示第７６５号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により指定介護老
人福祉施設を次のとおり指定したので、同法第９３条の規定により公示する。 
  平成２１年８月１１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護老人福祉施設）                                              
施設の名称及び施設の所在地 事業者名 指定年月日 
特別養護老人ホーム白川の里 
熊本市小山町２４９３番地 

社会福祉法人白川園 平成２１年８月１日  

 
 
熊本県告示第７６６号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年８月１１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （短期入所生活介護）                                              
事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 
短期入所生活介護事業所白川の里

熊本市小山町２４９３番地 
社会福祉法人白川園 平成２１年８月１日  

 
 
熊本県告示第７６７号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
  平成２１年８月１１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防短期入所生活介護）                                              
事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 
短期入所生活介護事業所白川の里

熊本市小山町２４９３番地 
社会福祉法人白川園 平成２１年８月１日  
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熊本県告示第７６８号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援
事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 
  平成２１年８月１１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 
白川の里居宅介護支援事業所 
熊本市小山町２４９３番地 

社会福祉法人白川園 平成２１年８月１日  

 
 
熊本県告示第７６９号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年８月１１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （訪問介護） 
事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 
訪問介護事業所 白川の里 
熊本市小山町２４９３番地 

社会福祉法人白川園 平成２１年８月１日 

 
 
熊本県告示第７７０号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２１年８月１１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防訪問介護） 
事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 
訪問介護事業所 白川の里 
熊本市小山町２４９３番地 

社会福祉法人白川園 平成２１年８月１日 

 
 
熊本県告示第７７１号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年８月１１日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年８月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

 18.7 
  ～ 
 34.2  

 

  68.0  
八代市坂本町荒瀬字荒瀬山 
    １０番１地先から 
同町川嶽字堂ノ窪 
    １８９番１地先まで  

後

 28.3 
  ～ 
 58.3  

 

  68.0 

 

前

 16.6 
  ～ 
 31.4 

 

  44.0 

一般国道 ２１９号 

八代市坂本町川嶽字尾上 
  １７９５番１地先から 
同所 
  １７９５番１地先まで  

後

 22.0 
  ～ 
 63.1 

 

  44.0 

緊道整

Ｂ防災

（法面

保護工）

２ 区域を変更する期日 平成２１年８月１１日 
 

 
熊本県告示第７７２号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
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 その関係図面は、平成２１年８月１１日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年８月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  3.5 
  ～ 
  6.1 

 

 55.8 
一般県道 清和砥用

線 
上益城郡山都町目丸字金地 
    又２５５６番３地先から 
同所 
    ２５４８番地先まで  

後

  3.6 
  ～ 
 27.6  

 

 52.5  

単道改

（改築

による

拡幅の

ため）

２ 区域を変更する期日 平成２１年８月１１日 
 

 
熊本県告示第７７３号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年８月１１日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年８月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 
道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 
備 考

一般県道 南田内大臣

線 
上益城郡山都町下市字小倉迫 
          ２６７番地先から 
同町長原字小倉迫 
          ７０１番２地先まで 

   189.0 単道改

（改築

による

拡幅）
２ 供用を開始する期日 平成２１年８月１１日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第４３３号 
  測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の
規定により、熊本地方法務局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、
同条第３項の規定により公告する。 
    平成２１年８月１１日 
                                                熊本県知事 蒲  島  郁  夫 
    作 業 種 類     作 業 期 間   作 業 地 域 
公共測量（地図混乱地域に

おける不動産登記法第１４

条第１項地図作成） 

平成２１年８月１日から 
平成２２年３月３１日まで 

熊本市大江二丁目 

 
 
熊本県公告第４３４号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営宇
城東部２期地区（大井早工区）土地改良事業（区画整理）の計画を変更したので、同条第
６項において準用する同法第８７条第５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画書の
写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のあるものは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して
１５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２１年８月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類 

変更後の県営宇城東部２期地区（大井早工区）土地改良事業（区画整理）計画書の写
し 

２ 縦覧期間 
平成２１年８月１２日から平成２１年９月８日まで 

 公  告 
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３ 縦覧場所 
美里町役場 

 
 
熊本県公告第４３５号 
 球磨郡山江村に事務所を置く川辺川総合土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任し
た旨の届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の
規定により公告する。 
  平成２１年８月１１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
 役職名     氏   名    住  所 
 退任 
   理事 
  理事 
   理事 

   理事 
   理事 
   理事 
   理事 
  理事 
  理事 
  理事 
  理事 
  理事 
  理事 
   理事 
  理事 
   理事 
   理事 

  理事 
  理事 
  監事 
  監事 
  監事 
 就任 
   理事 
  理事 
   理事 

   理事 
   理事 
   理事 
   理事 
  理事 
  理事 
  理事 
  理事 
  理事 
  理事 
   理事 
  理事 
   理事 
   理事 

  理事 
  理事 

  監事 

 

 尾﨑 正光 
 中村 一穂 
 中村 隼人 
 東 日出邦 
 椎葉 鉄己 
 五嶋 政一 
 北川 一之 
 田原 修太 
 吉松 一郎 
 中村 聖二 
 稲留 貢 
 久保山 訷生 
 一瀬 清一 
 田中 信孝 
 森本 完一 
 松本 照彦 
 愛甲 一典 
 德田 正臣 
 内山 慶治 
 三川 時則 
 田原 茂久 
 桑原 十郎 
 

 尾﨑 正光 
 中村 隼人 
 五條 近司 
 椎葉 鉄己 
 久保 良國 
 北川 一之 
 五嶋 政一 
 田原 修太 
 吉松 一郎 
 中村 聖二 
 上村 正通 
 久保山 訷生 
 一瀬 清一 
 田中 信孝 
 森本 完一 
 松本 照彦 
 愛甲 一典 
 德田 正臣 
 内山 慶治 

 三川 時則 

 

 人吉市上原田町字尾崎１５３７番地 
 球磨郡錦町大字木上東５９９番地１ 
 球磨郡錦町大字木上北１５８５番地 
 球磨郡多良木町大字多良木１６３番地１ 
 球磨郡多良木町大字黒肥地３２５９番地９ 
 球磨郡あさぎり町須恵２６６３番地 
 球磨郡あさぎり町須恵２９５６番地 
 球磨郡あさぎり町深田北１０８６番地 
 球磨郡あさぎり町深田西２３２３番地 
 球磨郡相良村大字深水１９２５番地 
 球磨郡山江村大字山田乙９３９番地 
 球磨郡山江村大字山田丙９５２番地 
 球磨郡山江村大字山田丙５９６番地 
 人吉市鬼木町２８０番地 
 球磨郡錦町大字一武１０６７番地  
 球磨郡多良木町大字槻木１５３番地１ 
 球磨郡あさぎり町須恵５８７１番地 
 球磨郡相良村大字柳瀬５０番地 
 球磨郡山江村大字山田乙５０３番地 
 球磨郡山江村大字山田丁９８９番地の１ 
 球磨郡あさぎり町須恵７０４７番地 
 球磨郡錦町大字木上東１７５番地２ 
 

 人吉市上原田町字尾崎１５３７番地 
 球磨郡錦町大字木上北１５８５番地 
 球磨郡錦町大字木上東４番地１ 
 球磨郡多良木町大字黒肥地３２５９番地９ 
 球磨郡多良木町大字多良木４６２０番地 
 球磨郡あさぎり町須恵２９５６番地 
 球磨郡あさぎり町須恵２６６３番地 
 球磨郡あさぎり町深田北１０８６番地 
 球磨郡あさぎり町深田西２３２３番地 
 球磨郡相良村大字深水１９２５番地 
 球磨郡山江村大字山田乙１４８０番地 
 球磨郡山江村大字山田丙９５２番地 
 球磨郡山江村大字山田丙５９６番地 
 人吉市鬼木町２８０番地 
 球磨郡錦町大字一武１０６７番地  
 球磨郡多良木町大字槻木１５３番地１ 
 球磨郡あさぎり町須恵５８７１番地 
 球磨郡相良村大字柳瀬５０番地 
 球磨郡山江村大字山田乙５０３番地 

 球磨郡山江村大字山田丁９８９番地の１ 
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  監事 
  監事 

 桑原 毅紀 
 桑原 十郎 

 球磨郡あさぎり町須恵６番地 
 球磨郡錦町大字木上東１７５番地２ 

 

 

 
 

 
熊本県公告第４３６号 
 第１回くまもとの夢４カ年戦略推進委員会を次のとおり開催する。 
  平成２１年８月１１日 
                         熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開催日時 
  平成２１年８月１９日（水） 
  午後１時００分から午後３時００分まで 
２ 開催場所 

熊本市水前寺公園２８番５１号 
熊本テルサ 「たい樹」 

３ 内容 
  くまもとの夢４カ年戦略の推進状況等に係る審議  
 （１）政策評価について 
 （２）県民アンケートの調査結果について 
 （３）その他     
４ 傍聴人の定員 

１０人 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、係員の指 
   示に従い入室することができる。 
 （２）傍聴の手続は、先着順で行い、傍聴希望者が定員を超えたときは、入室できない 
   場合がある。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県総合政策局企画調整課企画推進班 
  （電話 ０９６－３３３－２０２０） 
 


